
皇

親

と

賜

姓

皇

親

士
口

住

恭

子

皇親と賜姓皇親

は
　

じ
　

め
　

に

　
天
平
九

(
七
三
七
)
年
、
疱
瘡

の
大
流
行
に
よ
り
藤
原
四
子
が
相
次
い
で
没
し

た
後
、
廟
堂
の
首
班
と
な

っ
た
の
は
橘
宿
禰
諸
兄
で
あ

っ
た
。
周
知
の
通
り
、
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

兄
は
本
来
の
名
を
葛
城
王
と
称
す
敏
達
裔
の
五
世
王
で
あ

っ
た
が
、
天
平
八

(
七

三
六
)
年
に
母
方

の
姓
で
あ
る

「橘
宿
禰
」
を
賜
姓
さ
れ
、
臣
籍
降
下
し
た
。
大

宝
律
令
制
定
に
よ
り
皇
親
の
範
囲
が
明
文
化
さ
れ
て
か
ら
、
初
め
て
の
皇
親
賜
姓

で
あ

っ
た
。

　
し
た
が

っ
て
諸
兄
が
廟
堂
の
首
班
と
な

っ
た
の
は
大
宝
令
制
下
で
の

「
賜
姓
皇

　親
」
と
し
て
も
初
例
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
、
皇
親
で
あ

っ
た
長
屋
王
の
悲
劇

に
鑑
み
、
敢
え
て
皇
親
身
分
を
離
れ

「
賜
姓
皇
親
」
と
な
る
こ
と
で
政
権
の
座
に

就
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、　

「皇
親
」
に
よ
る
皇
権
の
藩
屏
化
の
変
形
と
し
て
理
解

す
る
こ
と
は
ど
こ
ま
で
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
諸
兄
の
果
た
し
た
役
割
を
理
解
す
る

に
は
、　

「賜
姓
皇
親
」
全
体

の
在
り
方

を
検
討
し
て
初
め
て
可
能
と
な
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
私
は
前
稿
で
、
奈
良
時
代
に
お
け
る
皇
親
の
存
在
形
態
を
解
明
す
る
た

め
の
基
礎
的
作
業
と
し
て

「皇
親
世
系

一
覧
表
」
を
作
成
し
、
そ
れ
を
も
と
に
論

　
　

　

じ
た
が
、
そ
の
際

「賜
姓
皇
親
」
を
敢
え
て

「
皇
親
」
と
は
別
個
の
存
在
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

考
察
し
た
の
も
、
そ
う
し
た
考
え
方

に
よ
る
。

　

こ
こ
で
賜
姓
皇
親
に
関
す
る
研
究
史
に
触
れ
て
お
く
と
、
竹
島
寛
氏
の
研
究
を

嚆
矢
と
し
て
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
多
く
は

一
世
源
氏
を
は

じ
め
と
す
る
平
安
時
代
の
賜
姓
皇
親
に
つ
い
て
で
あ
り
、
奈
良
時
代
の
賜
姓
皇
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
論
及
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
な
か
で
代
表
的
な
の
が
藤
木
邦

彦
氏
の
研
究
で
あ
る
。
藤
木
氏
は
奈
良

・
平
安
時
代
に
お
け
る
皇
親
賜
姓
の
実
例

を
網
羅
的
に
整
理
さ
れ
、
皇
親
賜
姓

の
目
的
と
、
そ
の
歴
史
的
推
移
、
皇
親
賜
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

が
衰
退
す
る
原
因
等
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
た
が
、
残
さ
れ
た
点
も
少
な
く

な
い
。
そ
の
他
の
研
究
も
同
様
だ
が
、
い
ず
れ
も
皇
親
賜
姓
の
目
的
や
歴
史
的
推

移
が
主
眼
と
さ
れ
て
お
り
、
肝
心
の
賜
姓
さ
れ
た
皇
親
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

察
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
の
な
か
で
奈
良
時
代
の
賜
姓
皇
親
の
実
態
を
考
察
し
、
彼
等

の
存
在
意
義
に

つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
の
が
、
加
藤
優
子
氏
の
研
究
で
あ
る
。
加
藤
氏
は
、
奈
良
時

代

の
賜
姓
皇
親
の
任
官
状
況
を
踏
ま
え
た
う
え
で

「皇
親
出
身
者
で
あ
り
な
が
ら

皇
位
を
脅
か
す
危
険
性
が
な
く
、
し
か
も
任
官
上
の
制
約
も
な
い
賜
姓
皇
族
は
、

天
皇
に
と

っ
て
最
も
利
用
し
や
す
い
存
在
」
で
あ
る
と
し
、　

「奈
良
時
代

の
賜
姓

皇
族
は
、
天
皇
の
持
ち
駒
と
な
り
、
天
皇
権
力
の
擁
護
集
団
と
し
て
の
役
割
を
担

わ
さ
れ
て
い
た
」
と
見
做
し
、　

「そ
の
役
割
は
、

よ
り
積
極
的
な
形
で
賜
姓
源
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

に
引
き
継
が
れ
て
い

っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
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窓史

　
こ
の
加
藤
氏
の
研
究
は
、
奈
良
時
代

の
賜
姓
皇
親
の
実
態
研
究
と
し
て
評
価
す

べ
き
も
の
で
あ
り
、
首
肯
す
べ
き
見
解
も
あ
る
が
、
そ
の
結
論
に
は
に
わ
か
に
従

え
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
最
た
る
も

の
は
、
加
藤
民
の
研
究
に
あ

っ
て
は
奈
良

時
代
に
お
け
る
賜
姓
皇
親
の
検
証
が
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
奈
良
時
代
だ
け
に

限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

奈
良
時
代
に
存
在

し
た

「賜
姓
皇
親
」

を
含
む

「皇
親
」
の
諸
系
統
が
、
平
安
時
代
と
な
り

一
世
源
氏
の
出
現
を
迎
え
た
時
点
で

も
な
お
存
続
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
奈
良
時
代
に
限
る
の
で
は
な
く
、
少

な
く
と
も
平
安
時
代
初
期
ま
で
の
連
続
し
た
認
識
が
な
け
れ
ば
、
奈
良
時
代
の
賜

姓
皇
親
の
特
徴
も
理
解
で
き
な
い
と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
、
加
藤
氏
の
研
究
が
定
説
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
状
に
鑑
み
、
本
稿
で
は

右
に
述
べ
た
よ
う
な
観
点
か
ら
奈
良

・
平
安
朝
の
賜
姓
皇
親

の
実
像
を
追
究
し
て

い
き
た
い
。
な
お
本
稿
で
は
、
前
稿
と
同
様
、
法
制
上
規
定
さ
れ
た
天
皇
の

一
族

を

「皇
親
」
と
し
、
そ
の
な
か
で
賜
姓
さ
れ
臣
籍
降
下
を
し
た
元
皇
親
を

「賜
姓

皇
親
」
と
区
別
し
て
使
用
す
る
。

一　

律
令
制
下
で
の
皇
親
賜
姓

　
大
宝
律
令
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
初
め
て
の
皇
親
賜
姓
が
確
認
さ
れ
る
の
は
天
平

八
年
十

一
月
の
葛
城
王
や
佐
為
王
等

へ
の

「
橘
宿
禰
」

の
賜
姓
で
あ
る
。
そ
こ
で

『続
日
本
紀
』
　
(以
下

『
続
紀
』
と
略
す
)
の
関
連
記
事
を
見
る
と
、
注
目
す
べ

き
記
述
が
あ
る
。

　
丙
戌
。
従
三
位
葛
城
王
。
従
四
位
上
佐
為
王
等
上
レ表
日
。

臣
葛
城
等
言
。

去

　
天
平
五
年
。

故
知
太
政
官
事

一
品
舎
人
親
王
。

大
将
軍

一
品
新
田
部
親
王
宣
レ

　
勅
日
。
聞
道
。
諸
王
等
願
下賜
二臣
連
姓
一供
劇
奉
朝
廷
畑
是
故
召
一一王
等
一令
レ問
二

　
其
状
一者
。
臣
葛
城
等
本
懐
二此
清
鱒
無
レ由
二
上
達
司
幸
遇
二恩
勅
鱒
昧
死
以
聞
。

(以
下
略
)

　
即
ち
こ
れ
に
よ

っ
て
、
天
平
五
年
に
皇
親
の
賜
姓
に
関
す
る
勅
が
出
さ
れ
た
こ

と
、
皇
親
賜
姓
を
願
う
理
由
を
諸
王
等
が
臣
連
の
姓
を
賜

っ
て
朝
廷
に
仕
え
る
た

め
の
皇
親
側
の
自
発
的
な
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
、

の
二
点
が
知
ら

れ

る
。

但

し
、
実
際
に
初
め
て
の
皇
親
賜
姓
が
行
わ
れ
た
の
は
そ
の
三
年
後
の
こ
と
で
あ

っ

た
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
加
藤
氏
は
、
葛
城
王
が
賜
姓
を
願
い
出
た
天
平
五
年
の
時
点
で

は
賜
姓
が
許
さ
れ
ず
、
そ
の
三
年
後
に
再
上
表
し
て
漸
く

「誠
得
一一時
宜
こ

て
賜

姓
を
認
め
ら
れ
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
天
平
七
年

の
舎
人

親
王
薨
去
と
い
う
状
況
の
中
で
、
諸
兄
に

「皇
親
及
び
反
藤
原
勢
力
の
側
の
巻
き

返
し
の
中
心
人
物
と
し
て
白
羽
の
矢
が
立

っ
た
」
と
し
、
諸
兄
は

「
天
皇
側
の
持

ち
駒
と
し
て
賜
姓
及
び
臣
籍
降
下
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
幸
運
に
も
恵
ま

れ
、
五
世
王
と
は
い
え
臣
籍
に
降
り
て
い
た
が
為
に
太
政
官
の
首
班
と
な
り
、
遂

に
は
、
正

一
位
太
政
大
臣
と
い
う
地
位
に
ま
で
昇
り
詰
め
る
こ
と
と
な

っ
た
」
と

　
　
　

　

さ
れ
た
が
、

こ
の
理
解
に
は
問
題
が
あ
る
。

　
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
諸
兄
が
太
政
官
の
首
班
と
な
り
え
た
の
は
、
天
平
九

(
七
三
七
)
年
に
疱
瘡
が
大
流
行
し
て
藤
原
四
子
を
は
じ
め
議
政
官
の
構
成

メ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

バ
ー
の
殆
ど
が
没
し
た
と
い
う
偶
発
的
な
状
況
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
し
か

も
、
諸
兄
に
と

っ
て
光
明
皇
后
は
異
父
妹
、
妻
は
藤
原
不
比
等
の
娘
、
妹

の
牟
漏

女
王
は
藤
原
房
前
の
妻
と
い
う
姻
戚
関
係
を
み
れ
ば
、
直
ち
に
反
藤
原
勢
力
と
は

　
　
　

⑪

認
め
難
い
。　
『
続
紀
』
の
文
脈
か
ら
も
、
天
平
五
年
に
賜
姓
を
願
い
出
た
時
点
で

許
さ
れ
な
か
っ
た
と
見
る
よ
り
も
、
葛
城
王
自
身
が
天
平
八
年

に
な

っ
て
漸
く
賜

姓
を
願
い
出
た
と
解
釈
す
る
方
が
自
然
で
あ
る
。

　
葛
城
王
は
天
平
三

(
七
三

一
)
年
に
鈴
鹿
王
等
と
共
に
諸
司
官
人
の
推
挙
に
よ
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皇親と賜姓皇親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑫

り
参
議
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
時
点
で
、
皇
親
が
議
政
官
と
な

っ
た
場
合

の

前
例
と
し
て
は
、
知
太
政
官
事
と
な
る

の
が
い
わ
ば
不
文
律
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

の
大
臣
職

へ
就
任
し
た
長
屋
王
の
悲
劇

は
僅
か
二
年
前
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
知
太

政
官
事

へ
の
就
任
は
、
そ
れ
ま
で
は

一
世
王
、
即
ち
親
王
が
就
任
し
て
い
た
。
し

た
が

っ
て
、
五
世
王
の
葛
城
王
よ
り
は
、
二
世
王
で
あ
り
長
屋
王
の
同
母
弟
で
も

あ
る
鈴
鹿
王
の
ほ
う
が
有
力
で
あ

っ
た
。
も

っ
と
も
後
述
す
る
よ
う
に
、
葛
城
王

は
皇
統
か
ら
遠
い
た
め
皇
親
の
ま
ま
で
も
議
政
官
た
り
え
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
場
合
は
皇
親
の
中
で
の
地
位
か
ら
推
し
て
鈴
鹿
王
の
上
席
と
な
れ
る
可
能
性

は
低
い
。
さ
ら
に
五
世
王
で
あ

っ
た
葛
城
王
は
、
現
行
で
は
皇
親
と
認
め
ら
れ
て

い
た
も
の
の
、
令
制
の
皇
親
範
囲
で
い
け
ば
皇
親
と
し
て
限
界
の
世
系
で
あ
り
、

賜
姓
は
時
間
的
問
題
で
あ

っ
た
。

　
そ
こ
で
賜
姓
さ
れ
る
こ
と
を
現
実
問
題
と
し
て
捉
え
た
際
に
、
議
政
官
と
し
て

政
界
に
存
在
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
母

・
県
犬
養
橘
宿
禰

三
千

代

の
姓

「
橘
宿

禰
」
を
賜

っ
た
方
が
遙
か
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
た
で
あ
ろ
う
。
何

故
な
ら
皇
親
で
は
あ

っ
て
も
皇
統
か
ら

は
遠
い
存
在
の
父
系
よ
り
、
政
界
に
深
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
わ

っ
て
い
た
母
方
の
三
千
代
に
就
く
方
が
有
利
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
畢
竟
、
葛
城
王
の
賜
姓
は
飽
く
迄
も
葛
城
王
自
身
の
意
向
に

よ
る
も

の
で
あ

り
、
賜
姓
後
に
廟
堂
の
首
班
と
な
り
え

た
の
は
、
天
皇
と
の

「
ミ
ウ
チ
的
結
合
」

　
　
　
　
　
　

　

で
あ
る
藤
原
四
子
の
病
没
に
よ
り
、
光

明
皇
后
を
介
し
て
の
母
系
に
ょ
る

「
ミ
ウ

チ
的
結
合
」
の

一
員
と
し
て
急
遽
抜
擢
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き

で
は
な

か
ろ
う

か
。

　
葛
城
王
の
賜
姓
に
つ
い
て
は
以
上

の
よ
う
に
考
え
る
が
、
そ
れ
で
は
他
の
賜
姓

皇
親
の
実
態
は
ど
う
か
。
加
藤
氏
は

「
四

・
五
世
王
と
も
な
る
と
、
皇
親
と
し
て

存
在
す
る
メ
リ

ッ
ト
よ
り
も
、
皇
親
で
あ
る
が
為
の
政
治
的
活
動
に
お
け
る
制
約

と
い
う
デ
メ
リ

ッ
ト
の
方
が
大
き
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
L
と
し
て
、　
「
皇
親
で

あ
り
続
け
る
よ
り
も
臣
籍
に
降
り
た
方
が
よ
り
有
利
で
あ
る
と
し
て
臣
籍
降
下
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

選
ん
だ
」
と
い
い
、
賜
姓
皇
親
の
有
利
さ
を
説
か
れ
る
が
、
皇
親
全
体

の
中
で
賜

姓
皇
親
を
捉
え
る
と
き
、
私
は
加
藤
説
と
は
異
な
る
見
解
に
達

せ
ざ

る
を

え

な

い
。

　

こ
こ
で
皇
親
が
法
制
上
で
規
定
さ
れ
て
か
ら
の
皇
親
範
囲
の
推
移
に
つ
い
て
簡

単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
皇
親
の
範
囲
に
つ
い
て
初
め
て
明
文
化
さ
れ
た
の
は
大
宝

令
で
あ
る
が
、
平
野
博
之
氏
ら
の
研
究
に
よ
り
復
原
さ
れ
た
大
宝
令
は
養
老
継
嗣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

令
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ

っ
た
こ
と
が
判
る
。

即
ち
継
嗣
令
皇
兄
弟
子
条

に
ょ
れ
ば

「凡
皇
兄
弟
皇
子
。
皆
為
二
親
王
輔
女
帝
子
亦
同
。
以
外
並
為
二諸
王
鱒
自
二
親
王
一
五

世
。
雖
レ得
二王
名
幻
不
レ在
二
皇
親
之
限
ご

と
あ
る
。　
つ
ま
り
四
世
王
迄
を
皇
親

と
し
、
五
世
王
は
王
名
を
称
し
て
も
皇
親
と
は
認
め
な
い
と
し
て
、
初
め
て
世
系

に
よ
り
皇
親
範
囲
の
下
限
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
と
こ
ろ
が
僅
か
五
年
後
の
慶
雲
三

(七
〇
六
)
年

二
月

十

六
日
格
に
よ
り
、

「
不
レ勝
二絶
レ籍
之
痛
ご

と
し
て
早
く
も
皇
親
範
囲
の
改
訂
が
行
わ
れ
た
。
即
ち

五
世
王
も
皇
親
の
範
囲
に
入
れ
、
嫡
を
承
け
る
六
世
王
以
降
も
王
名
が
得
ら
れ
る

と
し
て
皇
親
範
囲
枠
が
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
更
に
天
平
元

(
七
二
九
)
年
八

月
に
は
、
五
世
王
の
嫡
子
以
上
の
者
が
二
世
王
を
娶

っ
て
生
ま
れ
た
男
女

〔父
系

で
計
世
す
れ
ば
七
世
王
で
あ
り
非
皇
親
と
な
る
〕
も
皇
親
の
範
囲
に
入
れ
る
こ
と

　
　

⑬

と
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
徐
々
に
拡
大
さ
れ
た
皇
親
の
範
囲
で
あ

っ
た
が
、
延
暦
十
七

(
七

九
八
)
年
閏
五
月
二
十
三
日
の
勅
に
ょ
り
、
四
世
王
迄
を
皇
親
と
す
る
継
嗣
令

の

規
定
に
復
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
当
該
時
期
に
お
け
る
皇
親
賜
姓
を

一
覧
表
に
し
た
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表〔1〕　皇親賜姓一覧表

天皇

聖

武

孝

謙

山早、孑

仁

称

徳

賜姓された年

天平8(736)

　 　 11(739)

　 　 12(740)

　 　 19(747)

天 平勝宝3(751)

4(752)

6(754)

　　　　 7(755)

天 平宝字元(757)

天平 宝字2(758)

　 　 　　 3(759)

　 　 　　 5(761)

　 　 　　 7(763)

天平 宝字8(764)

天平 神護元(765)

神 護 景雲3(769)

易貝 姓 名

鬮 【天平勝宝2年 に橘朝臣と改姓】

圃

障南備真人【

佐保真人

1三嶋真人U淡 海真人1内 真人　美和真人　 奈良真人

海上真人　 春日真人　i甘南備真人1(2回)　志紀真人

画

團 【翌年に豊国真人と改姓1

高額真人

岡真人

匯靈泅[疆 画 匯夏駆]×
広岡朝臣 【橘朝臣の改姓】×

池上真人

圃(初 見)

竜田真人 ×

御長真人 ×

浄原真人、　三長真人 ×

波登理真人 ×

厨真人 ×

注)　 ×印は処罰的なものをさす。

　　 匚コ で囲んだのは政治参画が見られる賜姓皇親であ り,別 表 〔3〕で整理している。

　　 r仲真人」については,史 料上の初見であ り賜姓年は不明。

　
　
　
　
　
　
　
　

(補
註
)

の
が
表

〔1
〕
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
も
判
る
よ
う

に
聖
武
天
皇
の
在
位
中
に
行
わ
れ
た
賜
姓
は
前
出
の

橘
宿
禰
を
含
め
て
僅
か
に
四
例
だ
け
で
あ

っ
た
。
こ

の
四
例
の
皇
親
は
、
そ
の
系
譜
を

『新
撰
姓
氏
録
』

に
も
と
め
る
と
、
大
原
真
人

・
甘
南
備
真
人
は
橘
宿

禰
と
同
じ
く
敏
達
裔
即
ち
傍
系
の
皇
親
で
あ
り
、
佐

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

保
真
人
は
系
譜
未
詳
だ
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
慶
雲
三

年
格
に
よ
り
新
た
に
拡
大
さ
れ
た
皇
親
の
ボ
ー
ダ
ー

ラ
イ
ン
に
位
置
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
、

そ
れ
に
該
当
す
る
の
は
こ
の
四
例
の
皇
親
だ
け
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　

の

な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
天
平
五
年
に
出
さ
れ
た
と
さ
れ
る
勅

の
文

言

「
諸
王
等
願
下
賜
二臣
連
姓
一供
刺奉
朝
廷
上」

と
皇

親
賜
姓
の
実
情
と
の
乖
離
性
を
看
取
で
き
よ
う
。

　
次

の
孝
謙
朝
に
な
る
と
、
多
く
の
皇
親
賜
姓
が
見

ら
れ
る
が
、
既
に
藤
木
氏
が
指
摘
さ
れ
た
通
り
顕
著

な
の
は
処
罰
的
な
も
の
、
い
わ
ゆ
る

「貶
姓
」
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
の
賜
姓
例
の
多
さ
で
あ

っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
表

〔1
〕
を

一
暼
す
る
と
多
数
の
賜

姓
皇
親
が
存
在
し
て
い
た
感
が
あ
る
が
、
皇
親
全
体

か
ら
見
る
と
そ
の
比
率
は
決
し
て
高
く
な
い
。
こ
こ

で
比
較
的
系
譜
や
世
系

の
判
明
し
や
す
い
天
武
系
皇

親

へ
の
賜
姓
を

一
覧
表
に
し

た
表

〔2
〕
を

み

る

と
、
彼
等
が
賜
姓
さ
れ
る
時
期

の
多
く
は
平
安
時
代
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表〔2〕 天武系皇親の賜姓一覧

○高市皇子系(7例)

賜姓された王

山背王

出雲王 他4名

安宿王

廣瀧王 等

岑正王 他2名

原雄王

豊野真人澤野 他9名

成相王 他1名

系譜

長屋

鈴鹿

長屋

岡屋

春枝

秋枝

長屋

世系

三世

三世

三世

六世

六世

六世

真人

賜　姓

藤原朝臣

豊野真人

高階真人×

豊岑真人

高階真人

高階真人

高階真人

賜　姓　年

天平宝字元(757)

天平宝字元(757)

宝亀4(773)

延 暦24(805)

承 和10(843)

嘉 祥元(848)

貞観15(873)

在位

孝謙

孝謙

光仁

桓武

仁明

仁明

清和

備 考

橘奈良麻呂の乱後、配流

後に文室朝臣へ改姓

※豊野真人からの改姓

○刑部親王系(5例)

賜姓された王

葦原王 他6名

上野王

長宗王 他9名

安継王 他2名

良長王 他3名

賀我王

真薬王 他11名

系譜

山前

保雄

令根

永根

世系

三世

七世

六世

六世

六世

七世

賜　姓

竜田真人×

清瀧朝臣

清瀧真人

清瀧真人

御高真人

賜　姓　年

天平宝字5(761)

延暦18(799)

承和9(842)

承矛010(843)

承禾[ほ4(847)

在位

淳仁

桓武

仁明

仁明

仁明

備 考

配流

○長　親王系(8例)

賜姓された王

智努王、大市王

長谷真人於保

御津井王 他11名

新男王 他3名

豊岑真人廣瀧

春常王

田上王 他1名

清原真人益吉

仲井王

粟田王

藤山王 他18名

系譜

長

乙雄

乙雄

高市

世系

二世

真人

六世

七世

真人

五世

六世

真人

賜　姓

文室真人

文室真人

有澤真人

文室朝臣

文室朝臣

文室真人

文室真人

文室真人

賜　姓 年

天平勝宝4(752)

宝亀3(772)

承和8(841)

承禾日14(847)

承和15(848)

斉 衡3(856)

天 安元(857)

貞 観15(873)

在位

孝謙

光仁

仁明

仁明

明

明

二

ニ

イ

　イ

文徳

文徳

清和

備 考

長谷真人からの改姓

豊岑真人からの改姓

(重出)

※清原真人からの改姓

X
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○舎人親王系(22例)

賜姓された王

和気王 他1名

池田王の子5名

山口王 他1名

葦田王 他4名

笠王 他2名

林王

笠王 他2名

三直王 他4名

岡於王 他26名

興岑王 他8名

豊助王 他4名

藤主王 他2名

豊田王 他46名

永安王 他38名

豊方王 他11名

善淵王 他16名

長田王 他1名

益善王

真貞王 他1名

秋岡王 他ll名

有道王の子等5名

有氏王

善常王 他2名

中原真人正基

系譜

三原

池田

三原

船

守部

三嶋

守部

三使

益善

藤坂

御藤

有道

世系

三世

三世

三世

世

世

三

四

三世

三世

三世

三世

六世

六世

六世

七世

真人

賜　姓

岡　真人

御長真人×

三長真人×

三長真人×

三長真人×

山辺真人

山辺真人

山辺真人

清原真人

清原真人

清原真人

清原真人

清原真人

清原真人

清原真人

清原真人

清原真人

清原真人

清原真人

清原真人

清原真人

清原真人

賜　姓　年

天平勝宝7(755)

天 平宝字7(763)

天 平宝字8(764)

天 平宝字8(764)

天 平宝字8(764)

宝亀2(771)

宝 亀2(771)

宝亀2(771)

天 長10(833)

承禾013(846)

承 禾目13(846)

承禾013(846)

承禾013(846)

嘉祥2(849)

嘉 率羊2(849)

斉 衡3(856)

天 安2(858)

貞観元(859)

貞X13(871)

貞観13(871)

貞X15(873)

貞観16(874)

在位

孝謙

淳仁

称徳

称徳

称徳

光仁

光仁

光仁

仁明

仁明

仁明

仁明

仁明

仁明

仁明

文徳

文徳

清和

清和

清和

清和

清和

備 考

淳仁朝、皇親に復籍

処罰

光仁朝、皇親に復籍

光仁朝、皇親に復籍

光仁朝に改姓

三長真人からの改姓

三長真人からの改姓

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

中原真人からの改姓

○新田部親王系(2例)

賜姓された王

塩焼王

高原王

系譜

新田部

世系

二世

賜　姓

氷上真人×

三原朝臣

賜　姓 年

天平宝字元(757)

貞観元(859)

在位

孝謙

清和

備 考

橘奈良麻呂の乱によるヵ

○磯城親王系(1例)

賜姓された王

坂井王

系譜 世系

六世

賜　姓

清春真人

賜　姓　年

貞観4(862)

在位

清和

備 考

(重出)

注)　賜姓欄の×印は処罰的なもの。備考欄の※印は賜姓名により系譜を推測したもの。
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で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
れ
も
仁
明
朝
や
清
和
朝
と
い
っ
た
、
既
に

一
世
源

氏
が
多
数
輩
出
さ
れ
て
い
る
時
期
で
あ

り
、
賜
姓
さ
れ
る
対
象
者
も
六
世
王
や
七

世
王
な
ど
令
制
上
は
非
皇
親
の
世
系
で
あ
る
。
更
に
そ
の
人
数
も

一
度
の
賜
姓
で

十
名
程
度
、
多

い
場
合
は
四
十
数
名
に
も
及
ぶ
な
ど
決
し
て
少
数

と

は

い
え

な

い
。
む
ろ
ん

『
日
本
後
紀
』
の
史
料
的
制
約
を
考
慮
す
れ
ば
、

こ
の
時
期

で
も
皇

親
賜
姓
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
予
測
で
き

る
が
、
留
意
す
べ
き
は
仁
明
朝
や
清
和
朝

に
至

っ
て
も
天
武
系
皇
親
の
賜
姓
が
史
料
上
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

　
即
ち
天
武
系
皇
親
に
関
し
て
は
、
皇
統
が
天
智
系
に
移
行
し
て
平
安
京

へ
遷
都

さ
れ
た
後
も
、
世
系
か
ら
み
れ
ば
六
世
王

・
七
世
王
と
令
制
上
は
皇
親
と
は
認
め

ら
れ
な
い
者
ま
で
も
、
賜
姓
さ
れ
る
こ
と
な
く

「
王
」
と
称
し
な
が
ら
存
在
し
続

け
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
実
情
を
反
映
し
て
、
延
暦
十

一
(
七
九
二
)
年

七
月

三

日
格

で

「
六
世
已
下
王
。
情
願
レ改
レ姓
者
。
注
二所
レ
願
之
姓
幻
先
申
レ官
待
レ報
。
然
後
改

レ之
。」
と
し
て
、
六
世
以
下
の
諸
王
に
対
し
て
賜
姓
を
希
望
す
る
こ
と
を
奨
励
し

た
に
も
拘
ら
ず
、
未
だ
申
請
す
る
者
が
無
い
の
で
、
延
暦

二
十
三

(
八
〇
四
)
年

正
月
に
重
ね
て

「自
今
以
後
。
除
二承
嫡

一之
外
。
猶
不
レ改
者
。
宜
下
抑
⇒
止
計
帳
舶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

不
夢
得
二疎
漏
ご

と
い
い
、
賜
姓
の
申
請
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

な
傾
向
を
見
る
な
ら
ば
、
皇
親
が
賜
姓
を
願
い
出
る
こ
と
に
積
極
的
で
あ

っ
た
と

は
い
い
難
い
。
こ
こ
に
は
そ
の
事
例
を
逐

一
挙
げ
な
い
が
、
皇
親
側
の
意
向
次
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

で
直
ぐ
に
で
も
賜
姓
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
皇
親
側
は
表

〔
1
〕
や

〔2
〕
か
ら
も
賜
姓
申
請
に
は
消
極
的

で
あ

っ
た
。
そ
の
点
で
は
等
し
く
皇
親
賜

姓
と
は
い
え
、
賜
姓
の
時
期
や
対
象
者

を
天
皇
側
の
意
向
に
ょ

っ
て
定
め
ら
れ
た

一
世
源
氏
と
は
異
な
る
様
相
が
窺
え
る

の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
賜
姓

皇
親
た
ち
の
政
治
参
画
の
実
態

の
な
か
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
　
賜
姓
皇
親
の
政
治
参
画

　
賜
姓
皇
親
と
は
い
え
、
総
て
が
政
治
参
画
を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

表

〔1
〕
に
み
ら
れ
る
賜
姓
の
総
数
三
十
例
の
う
ち
、
賜
姓
後
に
政
治
参
画
が
確

認
で
き
る
の
は
半
数
に
も
満
た
な
い
十
二
例
で
あ
り
、
賜
姓
記
事
だ
け
で
史
料
上

に
あ
ら
わ
れ
る
皇
親
も
少
な
く
な
い
。

　
そ
れ
で
は
皇
親
が
賜
姓
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
後
の
政
治
参
画
に
ど
の

よ
う
な
影
響
を
受
け
る
の
か
を
、
表

〔3
〕
を
も
と
に
検
証
し
て
い
く
が
、
表
か

ら
賜
姓
皇
親
は
以
下
の
三
グ
ル
ー
プ
に
大
別
で
き
る
。

(
A
)
皇
統
に
近
い
皇
親

で
、
皇
親

で
あ

っ
た
時
分
よ
り
任
官
例
が
あ
る
グ
ル
ー

　
　
　
プ
。
表
⑧

・
⑪

・
⑫

(
B
)
皇
統
に
近
い
皇
親
で
、
皇
親
で
あ

っ
た
時
分
に
は
任
官
例
が
な
い
グ
ル
ー

　
　
　
プ
。
表
⑤

・
⑥

・
⑩

(
C
)
皇
統
か
ら
遠
い
皇
親
で
、
皇
親
で
あ

っ
た
時
分
よ
り
任
官
例
が
あ
る
グ
ル

　
　
　
ー
プ
。
表
①

・
②

・
③

・
④

・
⑦

・
⑨

　
ま
ず

(
A
)
グ
ル
ー
プ
。
文
屋
真
人
智
努
と
大
市
の
兄
弟

は
長
親
王
の
子
で
二

世
王
、
氷
上
真
人
塩
焼
は
新
田
部
親
王
の
子
で
同
じ
く
二
世
王
、
藤
原
朝
臣
弟
貞

は
本
来
の
名
を
山
背
王
と
称
す
る
長
屋
王
の
子
で
三
世
王
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
当

該
時
期
に
お
い
て
皇
位
継
承
に
有
力
な
皇
親
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
四
名
と
も
に

皇
親
と
し
て
も
政
治
参
画
を
果
た
し
て
い
る
が
、
極
官
は
大
市
王
や
塩
焼
王
の
任

官
さ
れ
た
刑
部
卿

・
中
務
卿

・
大
蔵
卿
な
ど
の
八
省
卿
で
、
そ
の
他
の
官
職
と
し

て
は
寮

の
長
官

〔木
工
頭

・
内
匠
頭

・
右
大
舎
人
頭
〕
や
、
令
外
官

〔造
宮
卿

・

造
離
宮
司
〕
、

あ
る
い
は
天
皇
や
皇
親
没
時
の
葬
司
な
ど

へ
の
任
官
で
あ
り
、

さ

ほ
ど
政
治
的
重
要
性
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
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表〔33　賜姓前後の政治参画

分類

1

2

3

4

5

6

7

8

王名

葛城王

佐為王

門部王

高安王

神前王

大井王

廬原王

御船王

伊香王

智努王

大市王

系譜

五世王

(敏達裔)

「敏達裔」

「敏達裔」

不明

「舒明裔」

四世王

(天智裔)

「敏達裔」

二世王

(天武裔)

賜姓名

橘宿禰

大原真人

甘南備真人

奈良真人

三島真人

淡海真人

甘南備真人

文室真人

賜姓前 ①

馬寮監、左大弁、催造司監、

圜

内匠頭

伊勢国司兼伊賀 ・志摩按察使

大判事、嫌 、治部卿、蕊

翻 、右京大夫

伊予国司兼阿波 ・讃岐 ・土佐

按察使、摂1大 、衛門督

治部大輔

左大舎人頭 ・少納言 ・丹波守

ナシ

ナシ

雅楽頭

木工頭 ・造宮卿 ・造離宮司

刑部卿 ・内匠頭

賜姓前 ②

前輿長(斎 王

供奉)・班田使

前輿長(斎 王

供奉)

ナシ

葬司(新 田部

親王没時)

ナシ

伊勢へ奉幣帛

(藤原広嗣乱)

ナシ

ナシ

ナ シ

葬司(元 正 ・

聖武皇太子没

時)

葬司(元 正 ・

安 積親 王 没

時)

賜姓後 ①

大 言、[邏 、大宰帥(兼

任)、[亟 国

中宮大夫兼右兵衛率

大蔵卿

ナシ

摂津亮 ・近江守 ・刑部大輔

ナシ

武蔵介

内竪 ・式部少輔 ・尾張介 ・山陰

道巡察使 ・参河守 ・文部少輔 ・

美作守 ・近江介 ・中務大輔 ・侍

従 ・東山道巡察使 ・兵部大輔 ・大

宰少弐 ・刑部大輔 ・大学頭 ・文章

博士 ・大判事 ・因幡守 ・刑部卿

美作介 ・備前守 ・主税頭 ・蠣

棚 越 中守

摂津大夫 ・治部卿 ・壓翻 ・出

雲守(兼任)・沖納言目 大納言i
・神祇伯(兼任)

大蔵卿 ・弾正尹 ・出雲守 ・民部

卿 ・出雲国按 察使 ・[魏 ・中

務卿 ・中納言 ・大納言 ・弾正尹

・治部卿 ・中務卿

賜姓後 ②

葬司(藤原宮子没時)

留守官

ナシ

ナシ

ナシ

ナシ

ナシ

ナシ

造池使 ・葬司(光仁

没時)

ナ シ

葬司(聖武、光明子、

宮子の没時)

葬司(称 徳、宮子の

没時)i弔 問(難波内

親王、藤原永手の没

墜

◎O
oQ
目



分類

9

10

11

12

13

14

王名

秋篠王

出雲王

奄智王

五十戸王

篠原王

尾張王

塩焼王

山背王

石津王

系譜

未詳

三世王

(天武裔)

三世王ヵ

三世王ヵ

二世王

(天武裔)

三世王

(天武裔)

未詳

未詳

賜姓名

丘基(後 に豊

国)真人

豊野真人

氷上真人

藤原朝臣

藤原朝臣

(仲麻呂養子)

仲真人石伴

賜姓前 ①

少納言

ナシ

ナシ

ナシ

ナシ

ナシ

中務卿 ・大蔵卿

右大舎人頭 ・出雲守 ・但馬守

紀伊守

賜姓前 ②

ナシ

ナシ

ナシ

ナシ

ナシ

ナシ

行幸司 ・葬司

(聖武没時)

葬司(聖 武 の

没時)

ナシ

賜姓後 ①

雅楽頭 ・石見守 ・甲斐守 ・治部

大輔

少納言 ・安芸守 ・北陸道巡察使
・右中弁 ・土佐守 ・大宰大弐

図書頭 ・大判事 ・兵部大輔 ・出

雲守 ・右 中弁 ・摂津大夫 ・中務

大輔

出雲介

外衛中将 ・大膳亮 ・弾正弼 ・阿

波守

内蔵頭 ・弾正弼 ・能登守

治部卿 ・中務卿 ・[萎調 ・美作

守 ・中 言 ・式部卿

坤宮大弼 ・但馬守 ・治部卿 ・

鬮

河内守 ・兵衛府督 ・遣唐大使 ・

播磨守 ・左衛士率

'
賜姓後 ②

ナシ

行幸司

葬司(光仁の没時)

ナシ

ナシ

ナシ

葬司(光明子の没時)

葬司(光明子の没時)

ナシ

注)匚 コで囲んだのは議政官への就任。①は令外官を含めた律令官制への任官。②は遣使や葬司など臨時的なもの。

　　一 部は光仁朝以降の任官,一 部の出典は 『萬葉集』,「 」部の出典はr新 撰姓氏録』
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窓史

ら
高
安
王
は
四
年
後
、
門
部
王
は
七
年
後
に
死
去
し
て
お
り
、
賜
姓
後
の
生
存
が

短
期
間
の
た
め
と
推
測
で
き
る
。
彼
等

で
注
目
す
べ
き
は

(
A
)

の
皇
親

に
匹
敵

す
る
政
治
的
地
位
の
高
い
官
職
に
、　
(
A
)
よ
り
も
早

い
時
期

に
任
官
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
、
こ
れ
は
前
稿

で
述

べ

た

聖
武
天
皇

の
即
位
ま
で
二
世
王
が
敬
遠
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

れ
、
傍
系
の
王
が
政
治
参
画
を
行

っ
て
い
た
と
の
結
論
と

一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　
門
部
王

・
高
安
王
以
外
の
特
徴
と
し

て
は
、
葛
城
王
と
仲
真

人

石
伴

を
除
く

と
、
賜
姓
前
後

の
任
官
職
に
変
化
は
見
ら
れ
ず
、
八
省

の
次
官
や
寮

の
長
官
、
国

司
な
ど
政
治
的
地
位
の
あ
ま
り
高
く
な

い
官
職

へ
の
就
任

で
あ
る
。
仲
真
人
石
伴

は
皇
親
と
し
て
の
名
前
は
未
詳
だ
が
、
天
平
宝
宇
三

(
七
五
九
)
年
六
月
十
六
日

に
従
五
位
下
か
ら
従
四
位
下
に
昇
叙
さ
れ
た
の
が
史
料
上

の
初
見
で
あ
り
、
五
年

後

の
藤
原
朝
臣
仲
麻
呂
の
乱
時
に
逆
徒

の

一
員
と
し
て
誅
殺
さ
れ
る
な
ど
仲
麻
呂

に
近
い
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
石
津
王
と
同

一
人
物

で
あ
る
と
の
見
解
も
存
在

　

ゆ

す
る
。
し
か
し
、
同

一
人
物
で
あ
る
か
否
か
に
関
係
な
く
、
仲
真
人
石
伴

の
任
官

職
が
兵
衛
督
や
左
衛
士
率

・
遣
唐
大
使

の
よ
う
に
、　
(
C
)

の
任
官
職
例
で
も
比

較
的
地
位
の
高
い
官
職
で
あ
る
の
は
、
時
の
権
力
者
仲
麻
呂
と
の
親
密
な
関
係

に

拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
最
後
に

(
B
)
だ
が
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
前
述
の
通
り
皇
親
と
し
て
は
任
官
例

が
皆
無
で
あ
り
、
賜
姓
後

に
初
め
て
政
治
参
画
を
果
た
し
て
い
る
。

　
ま
ず
留
意
す
べ
き
は
こ
の
グ
ル
ー
プ

の
系
譜
で
あ
る
。
廬
原
王
1
舒
明
天
皇
裔

〔三
世
王
と
推
定
〕
、
御
船
王
ー
天
智
天
皇
裔

〔四
世
王
〕
、
出
雲
王
i
天
武
天
皇

裔

〔三
世
王
〕
の
如
く
、　
(
C
)

の
系
譜
と
比
較
し
て
も
、
明
ら
か
に
皇
統

に
近

い
系
譜
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
に
も
拘

ら
ず
、　

(
B
)
に
皇
親
と
し
て
の
政
治
参

画
が
皆
無
な
の
は
何
故
か
。
賜
姓
が
行

わ
れ
た
の
が
政
治
参
画
に
可
能
な
年
齢

に

達
す
る
以
前
で
あ
り
、
賜
姓
後
に
漸
く
政
治
参
画
が
可
能
と
な

っ
た
た
め
と
解
す

こ
と
も
で
き
る
が
、
事
実
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
そ
の
解
釈
は
成
立
し
な
い
。

　
廬
原
王
に
関
し
て
は

「
旡
位
廬
原
王
、
男
安
曇
王
三
笠
王
対
馬
王
物
部
王
牧
野

王
、
孫
奈
羅
王
小
倉
王
」
と
し
て
、
賜
姓
時
の
無
位
廬
原
王
に
は
男
子
五
名
、
孫

二
名

の
王
が
存
在
し
た
こ
と
が
判
る
。
二
名
と
数
は
僅
少
で
あ
る
が
、
孫
も
存
在

す
る
こ
と
か
ら
、
廬
原
王
が
政
治
参
画
の
可
能
な
年
齢
に
達
し
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

　
御
船
王
は
延
暦
四

(
七
八
五
)
年
七
月
庚
戌
条
の
卒
伝

に

「
卒
時
年
六
十
四
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
逆
算
し
て
、
養
老
六

(七
二
二
)
年
の
出
生
と
な
り
、
天
平
勝

宝
三

(
七
五

一
)
年
無
位
で
賜
姓
さ
れ
た
時
、
既
に
三
十
歳
で
あ

っ
た
こ
と
が
判

る
。

　
豊
野
真
人
を
賜
姓
さ
れ
た
出
雲
王
,・
奄
智
王

・
五
十
戸
王
は
、
称
徳
女
帝
没
後

に
彼
等
の
父
で
あ
る
故
式
部
卿
知
太
政
官
事
従
二
位

・
鈴
鹿
王
の
旧
宅
地
を
山
陵

に
供
し
た
た
め
に
昇
叙
さ
れ
た
と
し
て
そ
の
系
譜
が
判
明
す
る
が
、
三
兄
弟

の
内

で
史
料
上
最
も
早
く
あ
ら
わ
れ
る
出
雲
王
は
、
天
平
勝
宝
元

(
七
四
九
)
年
即
ち

賜
姓

の
八
年
も
前
に
初
叙
さ
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り

(
B
)
は
皇
親
で
あ

っ
た
時
分
、
既
に
政
治
参
画
の
可
能
な
年
齢

で
あ

っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
未
だ
無
位
の
状
態
で
あ

っ
た
り
、
初
叙
さ
れ
た
後
も
未
任
官

で
あ
る
な
ど
、
恰
も
政
治
参
画
か
ら
敬
遠
さ
れ
て
い
た
と
で
も
い
う
べ
き
状
況

で

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
賜
姓
後
に
漸
く
任
官
し
て
も
、
そ
の

殆
ど
は

(
C
)
と
同
様
に
八
省
の
次
官
や
寮
の
長
官
、
国
司
さ
ら
に
は
国
の
次
官

な
ど
政
治
的
地
位
の
低

い
、
い
わ
ば
中

・
下
級
ク
ラ
ス
の
官
職

へ
の
就
任

に
留
ま

っ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
賜
姓
皇
親
を
、
賜
姓
さ
れ
る
前
の
皇
親
で
あ

っ
た
時
分
と
、
賜

姓
さ
れ
た
後
即
ち
臣
籍
降
下
し
た
時
分
と
で
比
較
検
討
し
て
み
た
が
、
そ
こ
か
ら
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皇親と賜姓皇親

得
ら
れ
た
詰
論
は
、
皇
親
が
賜
姓
さ
れ

て
も
必
ず
し
も
政
治
参
画
が
果
た
せ
る
わ

け
で
は
な
い
こ
と
、
仮
に
政
治
参
画
が
果
た
せ
た
と
し
て
も
そ
の
多
く

は
要
職

に

就
け
ず
天
皇
の
藩
屏
と
し
て
期
待
さ
れ

る
よ
う
な
立
場
で
は
な
い
こ
と
、
の
二
点

が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
皇
親

に
と

っ
て
賜
姓
は
必
ず
し
も
皇
親
と
し
て

存
在
す
る
よ
り
も
有
利
な
状
況
に
導
く
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
が
、
第

一
章

で
述
べ
た
よ
う
に
皇
親
側
か
ら
も
積
極
的
に
賜
姓
を
願

い
出

て
臣
籍
降
下
す
る
状
況

に
は
至
ら
な
か

っ
た
理
由
で
は
あ
る
ま
い
か
。
確
か
に
、

皇
親
で
あ

っ
て
も
世
系
に
よ
り
待
遇
面

に
も
格
差
が
生
じ
、
特

に
三
世
王
以
下
は

決
し
て
優
遇
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な

い
状
態
で
は
あ
る
が
、
皇
親

の
特
権
で
あ

る
蔭
位
や
不
課
は
放
棄
し
が
た
い
も
の
で
あ

っ
た
に
違

い
な
い
。

三
　
賜
姓
皇
親
と
議
政
官

　
前
章

で
は
、
皇
親
が
賜
姓
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
政
治
参
画
に
如
何

に
影
響
を
受

け
る
の
か
を
検
証
し
、
そ
の
結
果
、
賜
姓
皇
親
の
多
く
に
と

っ
て
は
、
賜
姓
さ
れ

る
こ
と
が
必
ず
し
も
皇
親
と
し
て
存
在
す
る
よ
り
も
有
利
な
状
況

に
導
い
た
と
は

い
え
な
か

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
数

は
僅
少
な
が
ら
、
賜
姓
さ

れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
議
政
官
ま
で
昇
進

し
た
賜
姓
皇
親
が
存
在
す
る
の
も
ま
た
事

実
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
議
政
官
就
任
を
果
た
し
た
賜
姓
皇
親

の
実
態
を

検
討
し
、
彼
等

の
政
治
的
な
存
在
意
義

に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　
議
政
官
会
議
に
参
画
で
き
る
の
は
、
大
宝
官
員
令

に
規
定
さ
れ
た
太
政
大
臣
、

左
大
臣
、
右
大
臣

〔以
上
は
各

一
名
〕、

大
納
言

〔中
納
言
の
設
置
と
同
時
に
四

名
か
ら
二
名
に
削
減
〕
と
、

大
宝
令
施
行
後
に
加
え
ら
れ
た
中
納
言

〔
三
名
〕
、

参
議

〔不
特
定
数
〕
、
不
定
期
に
四
十
年

余
存
在
し
た
知
太
政
官
事

〔
一
名
〕

で

あ

っ
た
。
此
処
で
議
政
官
会
議

に
参
加
す

る
各
官
職
の
職
掌
と
権
限
と
が
問
題
と

な
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
は
別
稿
に
譲
り
、
現
段
階
の
私
見
を
必
要
に
応
じ
て
述

べ
る
こ
と
と
す
る
。

　
ま
ず
は
皇
親
の
議
政
官
職

へ
の
就
任
だ
が
、
任
官
職
と
就
任
時
期
を

一
覧
表
に

し
た
の
が
表

〔4
〕
で
あ
る
。
こ
の
表
を
も
と
に
検
討
し
な
が
ら
、
議
政
官

に
お

け
る
皇
親

の
存
在
意
義
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　
文
武
朝
か
ら
称
徳
朝
に
か
け
て
議
政
官
に
就
任
し
た
皇
親

は
、
刑
部

・
穂
積

・

舎
人

の
三
親
王
と
、
長
屋
王

・
鈴
鹿
王

・
白
壁
王

・
和
気
王

・
葛
城
王

(
橘
宿
禰

諸
兄
)
・
山
村
王
の
六
名
と
、
賜
姓
皇
親
で
あ
る
文
屋
真
人
智
努

(後
に
浄

三
と

改
名
)
・
文
屋
真
人
大
市

・
氷
上
真
人
塩
焼

・
藤
原
朝
臣
弟
貞

の
計
十
三
名

で
あ

る
。
こ
の
う
ち
三
親
王
は
知
太
政
官
事

へ
の
就
任
で
あ
り
、
廟
堂
の
首
班
と
な
り

え
た
の
は
長
屋
王
と
橘
宿
禰
諸
兄
の
二
名
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
二
名
を
除

く
他

の
皇
親

の
議
政
官

へ
の
就
任
傾
向
を
見
る
と
、
以
下
の
二
種
の
グ
ル
1
プ
に

大
別
で
き
る
。

A
…
…
賜
姓
後
に
初
め
て
議
政
官

へ
就
任

　
　
　
文
屋
真
人
智
努

・
文
屋
真
人
大
市

・
氷
上
真
人
塩
焼

(
以
上

は
二
世
王
)
・

　
　
　
藤
原
朝
臣
弟
貞

(
三
世
王
)

B
…
…
皇
親

の
ま
ま
で
議
政
官

へ
就
任

　
　
　
鈴
鹿
王

・
白
壁
王

・
和
気
王

・
山
村
王

　
ま
ず
、
A
は
総
て
天
武
系
の
皇
位
継
承
有
力
皇
親
、
B
は
白
壁
王

(
天
智
系

二

世
王
)
・
山
村
王

(
用
明
瓷
)
な
ど
非
天
武
系
統
で
あ
る
こ
と
が
留
意

さ
れ

る
。

む
ろ
ん
B
に
も
鈴
鹿
王

・
和
気
王
と
い

っ
た
天
武
系
皇
親
も
存
在
す
る
が
、
こ
の

二
王
は
期
せ
ず
し
て
、
天
武
系
統
の
皇
位
継
承
有
力
皇
親
が
、
皇
親
の
ま
ま
議
政

官

に
就
任
し
た
際

の
状
況
を
示
唆
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
鈴
鹿
王
は
、
葛
城
王
と
共
に
、
食
封
が
規
定
さ
れ
正
官
と
し
て
の
参
議
が
成
立
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表〔4〕　皇親の議政官就任一覧表

天皇

文

武

元

正

聖

武

孝謙

淳

仁

称

徳

就任時期と政治情勢

大宝3(703)

慶雲2(705)

持統太上天皇の没直後

刑部親王の没後

養老2(718)

養老4(720)

養 老5(721)

藤原不比等の没直後

神亀元(724)

天平3(731)

天平9(737)

天 平10(738)

天平15(743)

聖武天皇の即位当日

諸司官人の推挙

藤原四子の没後[疱 瘡の大流行]

阿部内親王の立太子

天平宝字元(757)道 祖王の廃太子、大炊王の立太子

天平宝字4(760)

天平宝字6(762)孝 謙上皇と淳仁天皇の対立

天平宝字8(764)恵 美押勝[藤 原朝臣仲麻呂]の 乱

　　　　　　　 終結後

天平神護2(766)道 鏡の法王就任

任　　官　　職

刑部親王→知太政官事

穂積親王→知太政官事

長屋王　 →大納言

舎人親王 →知太政官事

長屋王　 →右大臣

　長屋王　 →左大臣

　鈴鹿王　 ゆ参議

　葛城王　 →参議

　鈴鹿王　 →知太政官事

※橘宿禰諸兄→ 大納言

※橘宿禰諸兄→ 右大臣

※橘宿禰諸兄→ 左大臣

※文室真人智努 →参議

※文室真人智努 → 中納言

※藤原朝臣弟貞→ 参議

※氷上真人塩焼 → 参議

※氷上真人塩焼 → 中納言

　 白壁王　　　→ 中納言

※文室真人智努→ 大納言

和気王

山村王

→ 参議

→ 参議

　白壁王　　　→大納言

※文室真人大市→参議

注)※ 印は賜姓皇親

し
た
天
平
三
年
に
諸
司
の
主
典
以
上

の
推
挙
に
よ

っ
て
参
議

に
就
任

し

た
。
し
か
し
、
葛
城
王
が
橘
宿
禰
諸

兄
と
賜
姓
さ
れ
た
後
、
参
議
か
ら
左

大
臣
ま
で
昇
進
し
て
廟
堂
の
首
班
に

な

っ
た
の
と
は
対
蹠
的
に
、
鈴
鹿
王

は
令
外
官
で
あ
る
知
太
政
官
事
に
就

任
し
た
だ
け
で
あ
る
。
知
太
政
官
事

は

「政
治
上
の

『
事
』
を

『
知
』
る

べ
く
し
て

『行
』
う
べ
か
ら
ざ
る
1

即
ち
職
能
を
有
し
て
権
能
を
有
せ
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

る
」
官
と
称
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方

の
和
気
王
は
舎
人
親
王
の
孫

に
あ
た
る
三
世
王

(
父
は
三
原
王
)

で
あ
る
。
天
平
勝
宝
七

(
七
五
五
)

年
に
賜
姓
さ
れ
て
岡
真
人
和
気
と
い

う
賜
姓
皇
親
だ

っ
た
の
が
、
天
平
宝

字
三

(七
五
九
)
年

に
淳
仁
天
皇

の

父
舎
人
親
王
に
対
し
て
崇
道
尽
敬
皇

帝
の
追
贈
が
行
わ
れ
、
淳
仁
の
皇
兄

弟
を
親
王
と
し
た
の
に
併
せ
て
、
正

六
位
上
か
ら
従
四
位
下
に
昇
叙
さ
れ

て
王
に
復
し
二
世

王
待
遇

と

な

っ

た
。
こ
の
和
気
王
が
参
議

へ
就
任
し

嬲



皇親と賜姓皇親

た
の
は
、
藤
原
朝
臣
仲
麻
呂
が
武
器
を
整
え
て
い
る
こ
と
を
上
申
し
た
功
績

に
よ

る
も
の
で
あ

っ
た
。
然
る
に
、
そ
れ
か
ら

一
年
も
経
ぬ
天
平
神
護
元

(
七
五
六
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊧

年

に
皇
位
継
承
を
巡
る
謀
反
の
罪
で
誅
殺
さ
れ
た
。
和
気
王
と
同
様
、
橘
朝
臣
奈

良
麻
呂
の
乱
を
上
告
し
た
功
績
に
よ
り
、
母
方
の
姓
を
賜
姓
さ
れ
藤
原
朝
臣
弟
貞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

と
な

っ
た
山
背
王

(父
は
長
屋
王
)
が
天
寿
を
全
う
で
き
た
の
と
は
実

に
対
蹠
的

で
あ
る
。

　
以
上

の
こ
と
か
ら
、
当
該
時
期
に
お
い
て
は
、
皇
位
継
承
有
力
皇
親
が
議
政
官

会
議

へ
参
画
す
る
際
に
は
知
太
政
官
事
な
ど
の
令
外
官
に
就
任
さ
せ
、
議
政
官
首

班

へ
の
道
を
閉
ざ
す
と
の
不
文
律
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ

故
、
鈴
鹿
王
は
知
太
政
官
事

へ
の
就
任

と
な
り
、
A
グ
ル
ー
プ
の
天
武
系
皇
親
も

賜
姓
皇
親
と
し
て
皇
親
身
分
を
離
脱
す

る
こ
と
で
、
漸
く
議
政
官
就
任
が
果
た
せ

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
B
グ
ル
L
フ
の
議
政
官
就
任
も
、
単
に
非
天
武
系
統
と
の
面
だ
け
で
な

く
個
人
的
要
素
も
窺
え
る
。
山
村
王
は
仲
麻
呂
の
乱
時
に
駅
鈴
と
内
印
を
淳
仁
天

皇

の
中
宮
院
か
ら
回
収
す
る
な
ど
の
功
績

に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ

っ
た
し
、
白

壁
王

(光
仁
天
皇
)
も

「
自
二
勝
宝
一
以
来
皇
極
無
レ
弐
。

人
疑
二彼
此
司

罪
廃
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

多
。
天
皇
深
顧
二横
禍
時
司
或
縦
レ
酒
晦
レ迹
。
以
レ故
免
レ害
者
数
矣
」

の
よ

う

に

時
機
に
対
応
し
た
深
謀
遠
慮
さ
や
、
妃

が
聖
武
皇
女

の
井
上
内
親
王
で
あ
る
こ
と

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
A

・
B
グ
ル
;
プ

に
は
共
通
す
る
点
、
議
政
官

へ
の
就
任
に

政
局
と
の
関
連
性
が
見
受
け
ら
れ
る
。
即
ち
議
政
官

へ
の
就
任
は
、
諸
臣
の
場
合

は
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
行
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
賜
姓
皇
親
を
含
め
た
皇
親

の

場
合
で
は
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
は
な
さ
れ
ず
、
明
ら
か
に
政
局
の
不
安
定
な
時
期

に

集
中
し
て
い
る
の
が
指
摘
で
き
る
。

　
鈴
鹿
王
の
知
太
政
官
事
就
任
は
諸
兄
の
大
納
言
就
任
と
同
時
だ
が
、
そ
れ
は
天

平
九
年

の
痘
瘡
大
流
行
に
よ
り
、
藤
原
四
子
を
含
め
て
廟
堂
構
成
者
の
大
部
分
が

没
す
る
と
い
う
非
常
事
態
で
の
補
任
で
あ

っ
た
。

　

そ
の
鈴
鹿
王
が
没
し
て
か
ら
は
、
皇
親
で
は
諸
兄
が
唯

一
の
議
政
官
と
い
う
時

期
が
続
き
、
次
に
議
政
官

へ
就
任
し
た
の
は
文
屋
真
人
智
努

で
あ
り
、
天
平
宝
字

元

(
七
五
七
)

年
に
参
議
就
任
と
な

っ
た
。

そ

の
任
官
月
日
に
関
し
て
は

『
続

紀
』
は
未
詳
、　

『公
卿
補
任
』
で
は
六
月
八
日
と
し
て
い
る
。
こ
の
年
は
三
月
に

道
祖
王
の
廃
太
子
、
四
月
に
大
炊
王

Q
浮
仁
天
皇
)

の
立
太
子
、
六
月
に
は
橘
朝

臣
奈
良
麻
呂
の
謀
反
発
覚
と
極
め
て
政
情
不
穏
な
時
期
で
あ

っ
た
。

　

つ
づ
い
て
天
平
宝
字
六

(
七
六
二
)
年

に
は
、
文
屋
真
人
智
努
-
大
納
言
、
氷

上
真
人
塩
焼

・
藤
原
朝
臣
弟
貞
ー
参
議
、
更

に
氷
上
真
人
塩
焼

・
白
壁
王
ー
中
納

言
と
多
数
の
皇
親
の
議
政
官
就
任
或
い
は
昇
任
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
周
知
の
通

り
同
年
六
月
に
は

「
但
政
事
波
常
祀
利
小
事
波
今
帝
行
給
部
、
国
家
大
事
賞
罰
二
柄

　
　
　
の

波
朕
行
牟
」

即
ち
恒
例
の
祭
祀
な
ど

の
小
事
は
淳
仁
天
皇
が
、

国
家
の
大
事
と
賞

罰
の
二
つ
は
孝
謙
上
皇
が
行
う
と
の
詔
が
出
さ
れ
て
、
淳
仁
と
孝
謙
と
の
対
立
が

表
面
化
し
た
時
期

で
あ

っ
た
。
因
み
に
こ
の
年
に
議
政
官
就
任
を
果
た
し
た
氷
上

真
人
塩
焼
と
藤
原
朝
臣
弟
貞
の
二
名
は
、
藤
原
朝
臣
仲
麻
呂
と
の
親
密
性
を
考
慮

　
　

⑫

す
れ
ば
、
仲
麻
呂
側

に
よ
る
登
用
と
推
測
で
き

よ
う
。

そ
の
後
の
天
平
宝
字
八

(
七
六
四
)
年

の
和
気
王
と
山
村
王
の
参
議
就
任
は
、
仲
麻
呂
の
乱
終
結
後

の
こ

と
で
あ

っ
た
。

　
か
か
る
政
局

の
不
安
定
な
時
期
に
集
中
す
る
賜
姓
皇
親
を
含
め
た
皇
親

の
議
政

官

へ
の
就
任
は
、
そ
の
政
治
的
意
義
、
即
ち
皇
権
の
輔
翼
た
る
べ
き
期
待
を
担

っ

た
も

の
で
あ
る
か
否
か
が
重
要
と
な
る
が
、
私
と
し
て
は
皇
親

の
議
政
官
任
官
職

や
就
任
年
齢
な
ど
を
踏
ま
え
た
う
え
で
否
定
的
見
解
を
採
り
た
い
。
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ま
ず
皇
親

の
議
政
官
任
官
職
を
み
る
と
、
知
太
政
官
事
ー
四
例
、
左
大
臣
ー
二

例
、

右
大
臣
-
二
例
、

大
納
言
-
四
例
、
中
納
言
-
三
例
、

参
議
-
七
例
と
な

り
、
長
屋
王
と
橘
宿
禰
諸
兄
の
就
任
例
を
除
く
と
、
知
太
政
官
事
ー
四
例
、
大
納

言
ー
二
例
、
中
納
言
-
三
例
、
参
議
1

六
例
と
な
る
。

　
皇
親
の
就
任
例
の
多

い
中
納
言

・
参
議
は
、
権
力
を
掌
握
で
き
る
程
の
政
治
的

地
位
と
は
認
め
難
い
。
ま
た
大
納
言

へ
就
任
し
た
二
例

〔文
屋
真
人
智
努

・
白
壁

王
〕
も
、
同
時
期
に
藤
原
氏
や
吉
備
氏
な
ど
の
諸
臣
が
大
臣
と
し
て
上
席
に
在
任

し
て
い
た
。
文
屋
真
人
智
努

の
場
合
は
、
仲
麻
呂

の
乱
が
発
覚
す
る
直
前
に
、
老

齢
を
以
て
致
仕
し
て
い
る
。

一
方
、
白
壁
王
の
場
合
、
王
よ
り
二
年
も
遅
れ
て
参

議

へ
就
任
し
た
吉
備
朝
臣
真
備

(
時
に
七
十
歳
)
が
、
白
壁
王
の
大
納
言

へ
の
昇

進
と
同
時
期
に
、
王
を
超
え
て
右
大
臣

へ
昇
進
し
て
い
る
。
こ
れ
は
恰
も
皇
親
を

議
政
官
の
首
班
に
は
し
な
い
と
い
う
暗
黙

の
ル
ー
ル
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
唆

し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
更
に
議
政
官

へ
の
就
任

年
齢

を
み

て
も
、
文
屋
真
人
智
努
-
六
十
五
歳

(
参

議
)
、
文
屋
真
人
大
市
-
六
十
三
歳

(
参
議
)、
白
壁
王
-
五
十

四
歳

(中
納
言
)

氷
上
真
人
塩
焼
1
四
十
八
歳
力

(
参
議
)
と
な
り
、
藤
原
氏
の
就
任
年
齢
が
三
十

代
か
ら
四
十
代
前
半
が
多
い
の
と
比
較

し
て
も
、
か
な
り
高
齢
に
な

っ
て
か
ら
初

め
て
の
議
政
官
就
任

で
あ
る
こ
と
が
判

る
。
こ
れ
は
藤
原
氏
以
外
の
諸
臣
、
即
ち

藤
原
氏
に
廟
堂
を
占
有
さ
れ
、
衰
退
し

つ
つ
あ
る
諸
氏
族
に
も
共
通
し
た
傾
向
で

　
　

ゆ

あ

っ
た
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
議
政
官
就
任
時
期
や
そ
の
任
官
職
や
就
任
年
齢
な

ど
を
総
合
し
て
検
討
す
る
と
、
皇
親
お
よ
び
賜
姓
皇
親
の
議
政
官
就
任
が
皇
権
藩

屏
と
し
て
の
政
治
的
役
割
を
担

っ
た
も

の
で
あ
る
と
は
見
做
し
難
い
。
皇
権

の
藩

屏
と
し
て
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
新
天
皇

の
即
位
に
伴
う
新
体
制

の
た
め
の

大
幅
な
人
事
登
用
で
、
皇
親
や
賜
姓
皇
親
の
登
用
が
行
わ
れ
て
然
る
べ
き
だ
が
、

そ
の
よ
う
な
状
況
は
窺
え
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
天
平
勝
宝
元
年

の
孝
謙
天
皇

即
位
に
伴
う
新
体
制
に
お
い
て
も
、
左
大
臣
ー
橘
宿
禰
諸
兄
、
右
大
臣
ー
藤
原
朝

臣
豊
成
、
大
納
言
i
巨
勢
朝
臣
奈
螽
麻
呂

・
藤
原
朝
臣
仲
麻
呂
、
中
納
言
-
大
伴

宿
禰
牛
養

・
石
上
朝
臣
乙
麻
呂

・
紀
朝
臣
麻
路

・
多
治
比
真
人
広
足
、
参
議
-
大

伴
宿
禰
兄
麻
呂

・
橘
宿
禰
奈
良
麻
呂

・
石
川
朝
臣
年
足

・
藤
原
朝
臣
八
束

・
藤
原

朝
臣
清
河
と
、
そ
の
顔
触
れ
を
見
れ
ば
判
る
よ
う
に
、
皇
親
や
賜
姓
皇
親
で
は
な

く
、
藤
原
氏
が
抜
擢
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
天
皇
に
と

っ
て
輔
翼
の
存
在
は

藤
原
氏
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
ろ
う
。

　
畢
竟
、
政
局
の
不
安
定
時
に
皇
親
や
賜
姓
皇
親
を
議
政
官

へ
就
任
さ

せ
た

の

は
、
皇
親
側
に
対
し
て
は
天
皇
の
懐
柔
的
意
図

に
よ
る
も

の
で
あ
り
、
不
満
分
子

を
含
め
た
諸
臣
に
対
し
て
は
天
皇
と
皇
親
と
の
結
束
を
示
し
、
不
満
分
子
が
特
定

の
皇
親
と
結
び
付
く
こ
と
を
避
け

る
た

め

の
配
慮
で
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

む

す

び

　
以
上
、
本
稿
で
は
賜
姓
皇
親
の
存
在
形
態
を
、
賜
姓

の
時
期
や
賜
姓
さ
れ
る
前

後
で
の
政
治
参
画
な
ど
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
。
そ

の
際
、
留
意
し
た
の
は
賜

姓
皇
親
を
単
独
で
は
な
く
、
飽
く
迄
も
皇
親
全
体

の
中
で
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。

皇
親
に
と

っ
て
賜
姓
と
は
何

か
、
そ
れ
は
皇
親
全
体

の
動
向
か
ら
浮
か
び
上
が
る

も
の
で
あ
り
、
賜
姓
皇
親

の
存
在
意
義
も
ま
た
皇
親
と
の
比
較
抜
き
で
は
考
察
し

え
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て
、　

「皇
親
」
の

中
で
の

「
賜
姓
皇
親
」

の
実
像
が
明
ら
か
と
な
る
。
賜
姓
皇
親

の
中
で
い
つ
も
問

題
と
な
る
橘
宿
禰
諸
兄
の
存
在
に
し
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
考
察

の
結
果
と
し
て
、
以
下

の
二
点
を
挙
げ
た
い
。

　
第

一
に
、
奈
良
時
代
に
お
け
る
皇
親
賜
姓
は
、
処
罰
と
し
て
の
貶
姓
以
外
は
飽

く
迄
も
皇
親
側
か
ら
の
請
願
に
よ
る
自
発
的
行
為
で
あ
り
、
皇
親
側
は
賜
姓
さ
れ

る
こ
と
に
消
極
的
で
あ

っ
た
こ
と
、
で
あ

る
。
皇
親
は
飽
く
迄
も
皇
親
と
い
う
立

場
に
固
執
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
第

二
忙
、
多
く
の
皇
親
に
と

っ
て
、
賜
姓
は
必
ず
し
も
皇
親
と
し
て
存
在
す
る

よ
り
も
有
利
な
状
況
に
導
く
も
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
、
で
あ
る
。
賜
姓
さ
れ
て

も
政
治
参
画
が
で
き
る
と
い
う
保
証
は
な
く
、
仮
に
政
治
参
画
を
果
た
せ
た
と
し

て
も
そ
の
多
く
は
要
職
に
就
け
ず
、
天
皇

の
藩
屏
と
し
て
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
立

場
で
は
な
か

っ
た
。

　
橘
宿
禰
諸
兄
が
廟
堂

の
首
班
に
な
り
え

た
の
は
、
賜
姓
皇
親
と
し
て
よ
り
も
、

為
政
者
と
の
特
殊
な
結
合
に
拠
る
も

の
で
あ
り
、
諸
兄
か
ら
賜
姓
皇
親

の
存
在
意

義
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
不
安
定
な
政
局
と

い
う
条
件
下
で
も
、
諸
兄
以
外
の
賜
姓
皇
親
や
皇
親
に
議
政
官

へ
の
進
出
が
見
ら

れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
ま
た
令
制
上

は
認
め
ら
れ
な
い
世
系
ま
で
も
皇
親
が

皇
親
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
衰
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
な
が
ら
も
、
嘗
て

の
皇
親
と
し
て
の
政
治
的
立
場
を
保
持
し
て
い
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
従
来
、
諸
兄
に
抱
い
た
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
奈
良
時
代

の
賜
姓
皇
親
が
天
皇

の
輔

翼
と
し
て
期
待
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
が
平
安
時
代
の

一
世
源
氏

へ
と
引
き

継
が
れ
て
い

っ
た
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
賜
姓
皇
親

の
中

で
も
諸
兄
は
特
殊
な
存
在
で
あ
り
、
こ
れ
を
他
の
賜
姓
皇
親

に
及
ぼ
す
こ
と
は
正

し
く
な
い
。

一
般
の
賜
姓
皇
親
は
、
そ
の
賜
姓
の
時
期
や
対
象
者
ま
で
も
天
皇
側

の
意
向
に
よ

っ
て
決
め
ら
れ
、
更
に
廟
堂

の

一
画
を
担
う
べ
く
期
待
さ
れ
た

一
世

源
民
と
億
お
の
ず
か
ら
異
な
る
存
在
で
あ

っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
な
お
、
今
回
は
行
論
の
都
合
上
、
天
武
皇
統
下
に
お
け
る
賜
姓
皇
親
を
考
察

の

主
眼
と
し
、
平
安
期
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
別
に
稿
を
改
め
て
論
究
し
た
い
。

註①

葛
城
王
に
関
し
て
は
、

『公
卿
補
任
』
や

『本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
で
は
敏
達
裔
五
世

　
王
と
す
る
。
し
か
し

『新
撰
姓
氏
録
』
で
は
四
世
王
と
し
て
、
二
説
あ
る
が
、
妹
の
牟

　
漏
女
王
が
藤
原
朝
臣
房
前
室
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
此
処
で
は
五
世
王
の
説
を
採
っ
た
。

　
養
老
継
嗣
令
の
王
娶
親
王
条
で
は
、
諸
臣
は
五
世
女
王
以
下
を
娶
る
こ
と
が
許
さ
れ
て

　
い
る
か
ら
で
あ
る
。

②

奈
良
時
代
の
皇
親
賜
姓
に
関
す
る
諸
研
究
で
、
皇
親
が
賜
姓
さ
れ
た
後
の
呼
称
に
つ

　
い
て
は
、
管
見
の
限
り
、
加
藤
優
子
氏
が

「賜
姓
皇
族
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
他
の
研

　
究
で
は

「橘
宿
禰
諸
兄
」
等
の
個
人
名
で
称
さ
れ
る
。　
「皇
親
賜
姓
」
は

「皇
親
が
賜

　
姓
さ
れ
る
こ
と
」
と
い
う
動
名
詞
的
な
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
は

「賜
姓
さ
れ
た
後
の

　
元
皇
親
」
を
総
称
し
て
、
便
宜
上

「賜
姓
皇
親
」
と
称
す
る
も
の
で
あ
る
。

③

拙
稿

「奈
良
朝
に
於
け
る
皇
親
の
存
在
形
態
」

(『史
窗
』
第
五
二
号
、
一
九
九
五

　
年
)。

④

な
お
、
本
稿
で
対
象
と
す
る
賜
姓
皇
親
は
大
宝
令
制
定
以
後
に
皇
親
よ
り
臣
籍
降
下

　
し
た
当
事
者
と
限
定
し
、
天
武
朝
制
定
の
真
人
姓
氏
族
は
こ
こ
で
は
考
察
の
対
象
と
し

　
て
い
な
い
。

⑤

竹
島
寛

『王
朝
時
代
皇
室
史
の
研
究
』

(名
著
普
及
会
、
昭
和
五
七
年
復
刻
版
)、

　
赤
木
志
津
子

「賜
姓
源
玩
考
」　
(『摂
関
時
代
の
諸
相
』
所
収
、
近
藤
出
版
社
、　
一
九

　
八
三
年
)、
最
近
で
は
倉
本

一
宏

「律
令
制
下
の
皇
親
」　
(『
日
本
古
代
国
家
成
立
期
の

　
政
権
構
造
』
に
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
)
や
安
田
政
彦

『平
安
時
代
皇
親

　
の
研
究
』　
(吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
)
等
が
見
ら
れ
る
。
な
お
、
倉
本
茂
の
見
解

　
と
は
共
通
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
事
実
の
認
識
に
お
い
て
も
解
釈
の
相
違
が
あ
る
部
分

　
も
あ
る
。

⑥

藤
木
邦
彦

「皇
親
賜
姓
」

(『平
安
王
朝
の
政
治
と
制
度
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、

　
一
九
九
一
年
)。

⑦

池
知
正
昭

「奈
良
朝
皇
親
賜
姓
の
意
義
」

(『青
山
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
三

　

一
号
、
一
九
九
〇
年
)。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

螂



窓史

⑧

加
藤
優
子

「
奈
良
時

代

の
賜

姓

皇

族
」

(
愛
知
教
育
大

学

『
歴
史
研
究
』
第

三
五

　

号
、

一
九

八
九
年
)
。

⑨

註
⑧

を
参
照
。
但
し
、
本
文

に
太
政
大
臣
と
あ
る

の
は
左
大
臣

の
誤
り
か
。

⑩

天
平
九
年
初
頭
は
、

左
大
臣
-
藤

原
朝
臣
武
智
麻
呂
、

中
納
言
-
多
治
比

真

人

縣

　
守

、
参
議
-
藤
原
房
前

、
藤
原
宇
合
、
藤
原
麻
呂
、
鈴
鹿

王
、
橘
宿
禰
諸

兄
、
大
伴
宿

　

禰
道
足

の
八
名

で
あ

っ
た
が
、
生
き
残

っ
た
の
は
参
議
-
鈴
鹿

王
、
橘
諸

兄
、
大
伴
道

　
足

の
三
名

の
み
で
あ

っ
た
。
中
川
収

『
奈
良
朝
政
治
史
の
研
究
』
　
(
高
科
書
店
、

一
九

　
九

一
年
)
を
参
照
。

⑪

鈴
木

正
幸
氏
も
、
天
平
勝
宝
元
年
に
藤
原

不
比
等

の

「殿
門
」
を
維
持

し
て
き

た
こ

　

と
を
褒
賞
さ
れ
た
橘

三
千
代

の
功

に
よ
り
、
孫

の
奈
良
麻
呂
が
叙
位
さ
れ
る
な
ど
橘
氏

　

と
藤
原
茂

の
間
に
は
特
殊
な
結
び

つ
き
を
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
鈴
木
正
幸

『
王
と
公
-

　
天

皇
の
日
本
史
』

(
柏
書
房
、

一
九
九
八
年
)
。

⑫

『
続
紀
』
天
平
三
年

八
月
丁
亥
条
。

⑬

註
⑥

を
参
照
。

⑭

長

山
泰
孝

「
古
代
貴

族
の
終
焉
」

(
『
続
日
本
紀
研
究
』

第

二

一
四
号
、

一
九

八

一

　
年
)
。

⑮

註
⑧
を
参
照
。

⑯
　
平
野
博
之

「諸

王
叙
位

の
法
制
史

的

背

景
」
　
(
『
日
本
歴
史
』
第
三

一
七
号
、

一
九

　

七
四
年
)
な
ど
。

⑰

『
続
紀
』
慶
雲
三
年

二
月
庚

寅
条

。

⑱

『
続
紀
』
天
平
元
年

八
月
癸
亥

条
。

⑲

佐
保
真
人
は

『新
撰
姓
琉
録
』
に
記
述
が
無
く
、
六
扇
史

で
も
賜
姓
記
事
が
唯

一
で

　
系
譜
未
詳

で
あ
る
。

⑳

大
宝
令
施
行
時
に
位
階
を
授
け
ら
れ
た
諸
王
は
十
四
名
。
そ

の
な
か
で
系
譜
判
明
は

　
葛

城
王
の
み
。
そ
の
他

は
天
武

・
持
続
朝

か
ら
存
在
す
る
系
譜
未
詳

の
王
で
あ

り
、
彼

　
等

の
子
孫
も
存
在

す

る
だ

ろ

う
。

更

に
孝
謙
が
即
位
し
て
直
ぐ

の
多
数

の
皇
親
賜
姓

　
も

、
敏
達
裔
…
海
上

・
春

臼

・
甘
南
備

、
系
譜
未
詳
-
内

・
奈
良

・
志
紀

と

い
う
類
似

　

し
た
皇
親

で
あ
る
。

⑳

註
⑥

を
参
照
。

⑫

　
　『
日
本
後
紀
』
延
暦

二
十
三
年

正
月
己
亥
条
。

鬱

　

『
続
紀
』
天
平
十

一
年

四
月
甲
子
条

、

『
日
本
後
紀
』
延
暦

二
十

三

年

六

月

甲

子

　

条
、

『続

日
本
後
紀
』

承
和
十

四
年
閏
三
月
十

五
日
条
、

『
日
本
三
代
実

録
』
元
慶

四
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1

　

年
七
月
十

四
日
条
な
ど
を
参
照
。

⑳
)

高

安
王
等

に
関
し
て
は
、　

『
本
朝

皇
胤
紹
運
録
』
は
長
親

王
の
子
で
あ
る
川
内
王

の

　

子
、
即

ち
三
世
王
と
す

る
。
し
か
し
、
長
親
王

の
子
に
該
当
す

る
と
思
わ
れ
る
の
は
、

　

和
銅

七
年

正
月

に
無
位

か
ら
従

四
位
下
に
初
叙
さ
れ
た
河
内
王
し
か

い
な
い
。
高
安
王

　

は
和
銅

六
年
、
門
部
王
は
和
銅
三
年
に
初
叙
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
二
王
を
河
内

王
の
子

　

と
す
る
の
は
不
可
能
ゆ
え

『
新
撰
姓
氏
録
』
大
原
真
人
条

を
以

て
敏
達
裔

と
す

る
。

⑳

註
③

を
参
照
。

⑳
　
青
木
和
夫

・
稲
岡
耕
二

・
笹

山
晴
生

・
白
藤
禮

幸
校
注

『
続

日
本
紀
』

三

(
新
日
本

　

古
典

文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
二
年
)
補
注

二
ニ
ー

二
二
。
石
津

王
は
、
天
平

　

宝
字

元
年

正
月
に

「従

五
位
下
。
石
津
王
賜
二
姓
藤

原
朝
臣
輔
為
二
大
納
言
従

二
位
仲
麻

　

呂
之
子

こ

と
し
て
仲
麻
呂

の
養
子
と
な
る
が
、
そ
れ
以
後

の
史
料
に
は
現
れ
な

い
。

⑳
　
竹
内
理
三

「『
知
太
政
官
事
』
考
」
　
(
『
律
令
制
と
貴
族
政
権
　
第
至
部
』
所
収
。
御

　

茶

の
水
書
房
、

一
九

五
〇
年
)
。

⑳

　

『
続
紀
』
天
平
神
護
元
年
八
月
庚
申
朔
条
。

⑳
)　

『続
紀
』
天
平
宝
字
七
年
十
月
丙
戌
条
。

⑳

『
続
紀
』
光
仁
天
皇
即
位
前
紀
。

⑳

　
　『
続
紀
』
天
平
宝
字

六
年
六
月
庚
戌
条
。

⑫
　
　
『
続
紀
』
天
平
宝
字

八
年
九
月
癸
亥
条
。

⑳

　
同
時
期

の
藤
原
氏

の
議
政
官

へ
の
初
就
任
時

の
年
齢

は
以
下

の
通
り
で
あ

る
。　

〔参

　
議

へ
の
就
任
時
。
但

し
、
武
智
麻
呂

は
中
納
言
就
任
時
〕

　

〔南
家
〕
藤
原
武
智
麻
呂
ー
四
十

二
歳

、
豊
成
ー

三
十
五
歳
、
仲

麻
呂
ー

三
十

八
歳
、

　
継
縄
⊥

二
十
九
歳

、　

〔北
家
〕
藤
原
房
前
-
三
十
七
歳
、
八
束
ー
三
十

四
歳
、
御
楯
-

　

四
十

五
歳
、
魚

名
ー

四
十
七
歳
、　

〔式
家
〕
藤

原
宇
合
⊥

二
十
八
歳

力
、
田
麻
呂
-
三

　

十
七
歳
、
宿
奈
麻
呂
ー

五
十
五
歳
、　

〔京
家
〕
藤

原
麻
呂
ー
三
十
七
歳
。

　

因
み
に
藤
原
氏
以
外

の
諸
臣

で
判
明
す

る
の
は
巨
勢
朝
臣
奈
鼠
麻
呂
ー

七
十
歳
、
石
川

　
朝
臣
年
足
-

六
十

一
歳
、
中
臣
朝
臣
清
麻
呂
-

六
十
歳

、
吉
備
朝
臣
真
備
ー
七
十
歳
な

　

ど
、
皇
親
や
賜
姓
皇
親
と
同
様

に
高
齢

で
の
議
政
官
初
就
任
と

い
え

る
。

補
註
　
表

〔
1
〕
か
ら
〔
4
〕
は

『
続
日
本
紀
』

な

ど

の
六
国
史
を

主

に
、

『
公
卿
補
任
』

　
　

『
萬
葉
集
』
　
『
新
撰
姓
氏
録
』
等

を
も
と
に
作
成

し
た
。


